
裁　　決

審査饋求人

処‘　分　 庁

審 査ﾚ 請･求

にかかる処分

書

㎜L
㎜ ▽　　　　 二

横浜市南福祉保健センター長卜入

平成21 年8^31 日付け生活保護停’
廃止決定処分／　　　　 二

、生活保護法（昭和25年５月≒４日法律第144 号。以下「法」という。）による上記処

分に対し、平成21年11月21 日付けをもって審査請求人から提起のあった審査請求につ
､lいて、次のとおり裁決する。　 ∧　　　づ　　　　　　　　　　　　　　 ／

主　文卜　　　　　　　 ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／
本件審査請求に係る横浜市南福祉保健セシター長が行った生活保護停廃止決定処

分は、これを取り消す。 卜

瑾　由　　 犬　　　ダ　 ／イ　　　　　ｊ

ｌ▽事 実ヽ 、　　　　　　　　▽　　 ＼　　卜
審査請求人　（以下「請求人」という。）が審査庁に提起した審査請求書及び提

出した反論書、横浜市南福祉保健センター長（以下「処分庁」という。）から提出
された弁明書及び関係書類に基づき、次の事実を認定する。

（ｉ）平成21年６月26日、処分庁は請求人から、法に基づく保護開始申請書を受理し

レたこと。．　　　　　　　　　　　　　　ｙ　　　ご　　　　　　　　　　 っ
（２）平成21年７月２日、j処分庁は、法第29条に基づき関係機関に対し資靂躪査の依

頼を行ったこと。　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　 ∧　　　 へ よ
（３）平成21年７月６日、処分庁は請求人に対し、平成21年６月26日付け保護開始決

定処分を行ったこと。　　　　　　　　　　　　　　　◇　　　　　　 二ヽ

（４）平成21年７月14ぽ、ﾉ処分Jﾅは－FFI 互今社から、･聟約者、被保映者及
び受取人の名義がいずれも請求人である個人年金保険（

／

－
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２　請求人め主張　　　　　　　　　　　　　
十請求人はヽ当該個人年金の取扱いについで、他の保護の実魎機関及び横浜市役廚

からの説明により、解約・名義変更の必要はないと理解していた。まだ、保護開始
申請前の相談時にヽ請求人は処分庁に対し

ヽ当該個人年金について申告しており、
処分庁は相談記録と照合せず保護開始手続きを行っている、本件処分は、処分庁の
説明及び確認不足が招いたものであり、生活保護の相談、保艢開始申請手続き及び
本件処分に至るまでに業務上の瑕疵があったといえる。さらに、当該個人年金は、請求人の父が匆約7 湊９--ヽ一Ｊ･゙ -

‥‥ ｌ－・ヽヽｍ-４人の父が契約したものであり、請余人の知らない
ところで締結された契約マある．掛け金は契約時から

請ヽ求人の父の銀行口座からし
全額支払われており、齠券り契約印も、その引去侖゛ 一一 ‘`アl.丶ｚ　‘゛.廴　　’て い る。

. －･・４,Ｊ卜り９９μ４ｂ 、. 、 － ．
ツ 天 測 冖J も 、 そ の 引 き 落 と し

口 座 と 同 じ 印 鑑 が 使 用 さ れ
ま た 、 す え 置 金 が 請 求 人 名 義 の 契 約

の も と に 支 払 わ れ て い る が
、 自 動 的 に

Ｓ　　　　　　　　　　　　
●　　　　　　　

｀　｜
－　　　　　　　　　　　　

●

冫
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父 の 銀 行 口 座 に 全 額 支 払 わ れ て お り 請 求 人 は 受 け 取 って い な い 。請 求 人 の 資 産 と み

な す の は 不 適 当 で あ る。　 ∧
・　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　II　　　　　　　I

業 務 の 遅 滞 に よ り 戻 入 金 額 が 増 え 、毋 の 間 に 生 活 に 費 や し た 保 護 費 の 戻 入 を 保 護

受 給 者 で あ る 請 求 人 に 求 め る の は 不 適 当 で あ り、 法 第80 条 の 適 用 を 求 め る 。

II･

3　 処 分 庁 の 主 張･　　　　　　　　　　　　 二

保 護 開 始 申 請 時 に’、資 産 申 告 書 に お い て 請 求 人 か ら 申 告 さ れ て い る 。 当 該 個 人 年

､金 に つ い て 処 分 庁 が 、請 求 人 に 対 し 個 別 に 質 問 し て い な か っ た と し て も 、 申 告 し な

く て よい こ と に は な ら な い 。　　　 。　　　　　　●　　　　　　。　　　　　　
・　　　・　

’　　　　・　・
保 護 開 始 日 時 点 に お い て 、 当 該 個 人 年 金 が 契 約 者 、被 保 険 者 及 び 受 取 人 の い ず れ

の名 義 も 請 求 人 で あ る こ と は 、 法 第29 条 に 基 づ く 調 査 回 答 及 び 請 求 人 か ら 提 出 さ

れ た 書 類 に よ り 明 ら か で あ り 、 請 求 人 の 資 産 で あ っ た と 判 断 せ ざ る を 得 な い レ

ま た 、 平 成21 年 ７ 月29 日、 請 求 人 は 当 該 個 人 年 金 に 係 る 契 約 の 名 義 変 更 手 続 き

を 行 っ て お り 、 保 護 開 始 申 瞶 以 降 に お い て 、 当 該 個 人 年 金 に 対 し 自 ら の 意 志 が 直 接

反 映 で き る 立 場 に い た の で あ る 。 当 該 個 人 年 金 を 「利 用 し 得 る 資 産 」 と七 て 、 そ の

解 約 返 戻 金 相 当 額 を 「最 低 限 度 め 生 活 の 維 持 に 活 用 す る こ と を 要 件 」 と し て 、 保 護

の 実 施 が 行 わ れ た も の で あ る。

処 分 庁 は 、 生 命 保 険 会 社 か ら ２ 回 の 法 第29 条 調 査 回 答 を 得 た 後 と、 平 成21 年 ８ ’

月･26 日 に 請 求 人 か ら 関 係 書 類 の 提 出 及 び 申 述 を 受 け た 後 の 合 計3 回 の ヶ － ス 診 断

会 議 に お い て 、 本 件 処 分 に つ い て の 判 断 を 行 七）た も の で あ り 、「著 し い 業 務 の 遅 滞 」

で は な く 、 手 続 き と し て 妥 当 で あ る
○　　　　　　　　･･　　　　　　　　　　●　　　　　｡

。
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡_｡-｡｡1

本 件 に お い て は 、 資 産 が あ り な が ら 保 護 を 受 け てい た の で あ る か ら 、 法 第80 条

の 定 め る 「や む を 得 な い 事 由 」 に は あ た ら な い6　　　　　　　　　　　　　 ∠

よ っ ’てﾐ 本 件 処 分 は 何 ら 違 法 不 当 な も め で は な い こ と か ら 、「本 件 の 審 査 請 求 を

棄 却 す る 。」 と の 裁 決 を 求 め る。　　　　　　　　　　　　　 ‥

４　 判　 断　　　　　　　　 ▽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　¶　　■
本 件 審 査 請 求 に つ い て は 、 以 上 の 事 実 及 び 請 求 人 、 処 分 庁 の 主 張 を 踏 ま え 、 次 の

とお り判 断 す る ○’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■

法による保護はレ「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あら

ゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ

る」（法第４条第１項）ものどされ、「利用し得る資産」は、現実に使用、収益、処

刄
ご
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分の機能を持っているものをいうと解されている。

＼また、保護の実施機関は、「被保護者が保護を必要としなくなったときは、すみ

やかに、万保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被保護者に通知しな

ければならない」（法第26 条） とされ、「保護を必要とし なくなうたとき」とは、

必ず保護の実施機関によって調査、確認された結果によらなけれぱならないとされ

ている。　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　　　　　　　 ＼

そして、｡保護 の実施機関は、「保 護 の決定又は実施のために必要があるときは、ブ

要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、

又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係大に、

報告を求めることができる」（法第29 条） とされる。

‥　 さらに、資産 の活用については、最低生活の内容としでその所有又は利用を容認

するに適しない資産は、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活

’用させることとされている（「生活保護法による保護の実施要領について」昭和 ３６．　　　　　　　　　Ｉ’Ｉ ｜　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　１
年４月11 ≡|厚生省発 第123 号厚生事務次官通知）。、　　　　▽

これを本件処分についてみると、法第29 条 に基づ く資産調査により明らかにな

づた請求人名義の当該個人年金について、処分庁は、請求人の活用し得る資産であ

り、当該個人年金に係る解約返還金支払額が最低生活費を超えるため、請求人に対

する保護め必要はなかったと判断し、保護開始申請日に遡り本件処分に至ったこと

が認められる。　　　　　 卜

しかしながら、処分庁は請求人に対し、既に要保護性を認め保護の開始決定を行

ってい名ことか叭 その後の保護受給中に明らかになった当該個人年金の取扱いは、

本来、請求人に対し、その保有は認められないものとして速やかに解約指導を行い、

当該個人年金の解約手続きにより、請求人が解約返還金支払額を受領した時点で、

所定の額を返還させるべきものである。

また、饋求人が当該個人年金の解約手続き及び解約返還金支払額を受領した事実

は認められない。保鏖の停廃止処分は、被保護者が保護の要件を満たさなくなり、

保護を継続実施すべき状態でなくなった赱する事実に基づき判定し行 うものであ

るから、処分庁は、当該解約返還額を請求人が受領したものとみなし、請求人の保

護は必要なかったものとして、具体的な保護の要否判定を行わずになされた本件処

分は不当といわざるを得ない。

以上、本件廃止処分は取り消されるべきとする請求人の主張に理由.があることか
ら、行政不服審査法（昭和37 年９月15 日 法律160 号）第40 条第３項の規定によ

｀か
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凱 主文のとおり裁決する。

平成22 年４月15 日

神奈川県知事 松

「


